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広島国道事務所は、広島県内の道路事業を担当しており、道路事業における県内国道

の直轄指定区間は、一般国道２号、３１号、５４号の全線及び１８５号、３７５号の一

部で計２２１．１㎞（201１.4.1 現在）となっている。 

 

○広島国道事務所が直轄管理する路線 

①一般国道２号 

一般国道２号は、大阪府大阪市を起点とし、瀬戸内海沿岸の諸都市を連絡しながら福

岡県北九州市に至る総延長６７５．２㎞の西日本の重要幹線道路であり、当事務所では

竹原市新庄町字西椋原（本郷町・竹原市境）から大竹市南栄２丁目（広島県・山口県境）

に至る延長８８．１㎞（重複区間６．１km）を管理している。     

この路線は広島市の人口集中地域を横断するため、都市内、都市間、長距離の交通が

重なり利用度が極めて高く、広島市内において交通混雑が激しい区間となっている。 

 

②一般国道３１号 

一般国道３１号は、安芸郡海田町を起点とし、瀬戸内海に沿って南下して呉市に至る

延長２０．１㎞の主要幹線道路であり、当事務所ではその全区間を管理している。 

この路線は、主要な港湾を有する呉市付近において、都市間交通、都市内交通による

交通混雑が激しい区間となっている。 

 

③一般国道５４号 

一般国道５４号は広島市を起点とし、中国山地を越えて島根県松江市に至る延長１８

２．３㎞の主要幹線道路で、当事務所では起点の広島市中区大手町４丁目から安芸高田

市吉田町大字吉田大畑（吉田町・甲田町境）に至る延長２７．１km（重複区間６．０

km）を管理している。 

この路線は中国地方の陰陽を結ぶ道路であり、都市内、都市間、長距離の交通が重な

り利用度が極めて高く、広島市内において交通混雑が激しい区間となっている。 

 

④一般国道１８５号 

一般国道１８５号は呉市を起点とし、瀬戸内海沿いに三原市に至る延長７０．３㎞の

広島県中南部の主要幹線道路であり、当事務所では起点の呉市本通り２丁目から竹原市

忠海東町４丁目（竹原市・三原市境）に至る延長５３．９km（重複区間１．５km）を

管理している。 

この路線は、異常気象による事前通行規制区間や、主要な港湾を有する呉市付近にお

１．管理路線の概要 
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いて、都市内交通による交通混雑が激しい区間となっている。 

 

⑤一般国道３７５号 

一般国道３７５号は、呉市を起点とし、三次市を経由して島根県太田市に至る延長１

７７．０km の主要幹線道路であり、当事務所では現在供用している東広島市西条町馬

木から東広島市高屋町溝口に至る延長１２．８㎞を管理している。 

本路線の整備は広島県によって進められてきたが、昭和６２年に東広島・呉自動車道

が国道３７５号の自動車専用道路として高規格幹線道路に指定され、権限代行により平

成５年から直轄事業として整備している。 

 

 ■■■■■■■■出出出出出出出出張張張張張張張張所所所所所所所所別別別別別別別別管管管管管管管管理理理理理理理理区区区区区区区区間間間間間間間間延延延延延延延延長長長長長長長長        
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図面 路線名 規制 担　当 交通量 規制基準 危険

番号 内容 出張所 区間 距離標 延長 （H17） （通行止） 内容

① 国道１８５号 事前
呉国道
出張所

呉市川尻町向田
　～安浦町寒風

17.5
　～19.0

1.5km 16,016台／日
連続雨量
200mm

落石

② 国道１８５号 事前
西条維持
出張所

竹原市高崎町
47.0
　～47.5

0.5km 10,975台／日
連続雨量
250mm

落石
土砂崩壊

③ 国道２号 特殊
広島維持
出張所

安芸郡海田町海田市
～　　　〃　　西四ノ割
　　　　　　　西七の割

327.52
　～
327.68

0.16km 32,503台／日
ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施し、
路線冠水の兆候
を確認したとき

路面冠水

異常気象時通行規制区間

■■■■■■■■特特特特特特特特殊殊殊殊殊殊殊殊・・・・・・・・事事事事事事事事前前前前前前前前通通通通通通通通行行行行行行行行規規規規規規規規制制制制制制制制箇箇箇箇箇箇箇箇所所所所所所所所        

①①①① 

②②②② 

③③③③ 
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気象条件や沿道状況は地域ごとに異なることから、これまで全国統一基準を設けず、

各地方整備局ごとに維持管理水準を考慮の上、道路の維持管理を実施してきた。 

今後は、維持管理項目ごとに対象区間や作業等の頻度を事前に明確にするとともに、

事後においては、維持管理項目ごとに実施した実際の頻度や費用、沿道住民からの意

見・要望等について明確にしつつ、次年度以降の維持管理に反映していく必要があり、

各維持管理項目の対処区間や作業頻度を明確にした年度ごとの維持管理計画を事務所

ごとに策定し、広く公表するものとする。 

 なお、維持管理計画の見直しにあたっては、客観的なデータに基づき行うとともに、

都道府県担当部局や道路利用者からの意見・要望等を反映するなど、適切に実施する

ものとする。 

 

２．道路維持管理計画策定の背景と目的 

◆◆◆◆◆◆◆◆背景背景背景背景とととと目的目的目的目的    
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広島国道事務所における各路線の特徴、地域状況、道路利用者ニーズを踏まえた道路

維持管理計画を策定する。 

本管理計画における各項目の実施方針については、基本を定めたものであり、自動車

専用道路、自動車専用道路に準ずる構造の道路、道路の存する地域の地形の状況、通行

の安全確保のため対応が必要である等、特別な事情がある場合には、適切な範囲及び頻

度を設定することができるものとする。 

本管理計画により、良好な道路環境の確保、適切な維持管理に努めるよう、最大限の

努力を行うものとする。 

また、本管理計画については、広く一般に公表し、道路利用者の理解を得られるよう

努めるものとする。 

道路利用者、沿道住民の方々の意見、苦情については、今後の事業執行および次年度

以降の道路維持管理に反映させるものとする。 

３．道路管理の実施方針 

◆◆◆◆◆◆◆◆実施方針実施方針実施方針実施方針        
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 ①①①①道路巡回道路巡回道路巡回道路巡回    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．道路巡回は以下の項目を目的として実施する。 

    ⅰ）道路の異常、破損等を発見し、道路構造の保全を図る。 

    ⅱ）交通に支障を与える道路の障害物および障害発生の危険を発見する。 

    ⅲ）道路の交通状況を把握する。 

    ⅳ）占用工事、請願工事等の実施状況を把握する。 

    ⅴ）道路の不法使用、不法占用等の状況を把握する。 

    ⅵ）緊急を要する異常を発見した場合に、応急措置を実施する。 

 

 

 

４．これからの道路管理の取り組み(道路管理計画) 

～～～～～～～～        道道道道道道道道路路路路路路路路のののののののの安安安安安安安安全全全全全全全全確確確確確確確確保保保保保保保保にににににににに向向向向向向向向けけけけけけけけてててててててて（（（（（（（（維維維維維維維維持持持持持持持持管管管管管管管管理理理理理理理理目目目目目目目目標標標標標標標標））））））））        ～～～～～～～～        

【道路巡回の種類と実施方針】 

� 通常巡回 

平常時における巡回であり、主に道路パトロールカーの車内より、道路の異常、

道路利用状況等を目視で確認するため実施する。 

実施頻度  （別図－１参照）原則として２日に１回の頻度で実施する。 

 

� 定期巡回 

主として通常巡回を補完する目的で実施するものであり、徒歩にて道路施設の状

況等を確認するため実施する。 

実施頻度  原則として年に１回の頻度で管理区間を１巡する。 

 

� 異常時巡回 

豪雨、地震等の異常気象時や災害発生時において、道路施設の被災状況や通行の

可否等を把握し、適切な措置を講じるためのものとする。 

実施頻度  異常気象時等に適宜実施する。 
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○ 通常巡回（落下物処理） 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

○定期巡回（法面） 

        

        

        

  

        

        

        

        

        

○ 異常時巡回 
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②②②②共同溝巡回共同溝巡回共同溝巡回共同溝巡回    

    

    

    

 

 

１．共同溝巡回は以下を目的として実施する。 

    共同溝は、ＮＴＴ、電気、水道、ガスといった施設が入溝しており、共同溝本体

の異常、破損等を発見し常時良好な状態に保つことにより、ライフラインの確保を

目的として実施する。 

 

  ２．事務所の施設量 

    ⅰ）比治山共同溝     Ｌ＝３．３ｋｍ 

    ⅱ）宇品南共同溝     Ｌ＝１．６ｋｍ 

    ⅲ）祗園幹線共同溝    Ｌ＝７．０ｋｍ 

    ⅳ）祗園供給管共同溝   Ｌ＝７．３ｋｍ 

    Ⅴ）佐東幹線共同溝    Ｌ＝１．７ｋｍ 

    Ⅵ）佐東供給管共同溝   Ｌ＝２．２ｋｍ 

 

○共同溝巡回 

  

  

  

  

  

  

  

    

【実施方針】 

実施頻度  原則として年に２回の頻度で実施する。 
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③③③③清掃清掃清掃清掃    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事務所の施設量と実施エリア 

ⅰ）車道部の路面清掃 

車道延長 ７０６．０㎞（上・下線合計） 管理延長 ２２１．１㎞ 

うち 国道２号、５４号市内４車線区間       ２０８．０㎞ 年２回 

     その他地域（上記以外で必要に応じて）    ４９８．０㎞ 年１回 

 

【実施方針】 

� 車道の路面清掃 

路面清掃は、路肩付近に土砂や落葉等が堆積し、自動車の制動距離の延伸及び

二輪車等の事故を防止するために実施する。 

また、沿道の美観等に配慮する観光地周辺については、関係する道路管理者と

清掃の実施頻度等を調整の上、対応する。 

実施頻度  （別図－２参照） 

・国道２号、５４号の市内中心部を通過する４車線区間 

   堆積状況を確認の上、年２回程度実施する。 

・ その他地域 

  堆積状況を確認の上、必要に応じて年間１回程度実施する。 

 

� 歩道清掃 

歩行者や自転車の通行に支障がないよう実施する。 

実施頻度  原則として街路樹等からの落葉の除去に限定して実施する。 

 

� 排水施設（構造物）清掃 

土砂の堆積等による通水阻害を防止するため、土砂の堆積状況、排水系統、流

末の処理能力等を勘案して通水阻害箇所を抽出した上で実施する。 

実施頻度  現地の状況により清掃の必要が生じた場合は、箇所を限定した上

で年に１回を目安として実施する。 

 

� トンネル清掃 

  自動車の粉塵等によるトンネル内部の汚れにより生じるトンネル内外部の照度

差を低減させるため実施する。 

  実施頻度  原則として年に１回の頻度で実施する。 
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ⅱ）歩道清掃 

    歩道延長 ２６２km 

    実施箇所については、道路巡回等の結果により、箇所を限定して実施する。 

ⅲ）排水施設（構造物）清掃 

  昨今、排水構造物の土砂の堆積等により集中豪雨等に排水桝や側溝等から越水

し、盛土法面の崩壊などに至る場合もあることから、道路巡回等により土砂堆積

の状況の確認を行うとともに、通水阻害箇所や土砂が溜まりやすい場所、区間を

設定する。 

   ⅳ）トンネル清掃 

     トンネル箇所数   ３２トンネル 

     トンネル清掃延長  １２．５ｋｍ 

 

○路面清掃           ○トンネル清掃 

   

  

  

  

  

                 

  

○歩道清掃 

   

  

  

  

  

     

      清掃前             清掃後 

○ 排水施設（構造物）清掃 

   

  

  

  

  

    

清掃前             清掃後 
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④④④④除草除草除草除草    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．除草は以下を目的として実施する。 

法面等における雑草等の繁茂による建築限界の阻害を防止し、道路利用者からの視

距を確保するとともに、除草すべき箇所を限定して実施する。 

 

 ２．事務所の施設量と実施エリア 

   除草面積 約２１３，０００m2 

    ⅰ）交差点部で歩行者等の視認性確保箇所  約１３，０００m2 

    ⅱ）視線誘導等の視認性確保箇所      約５７，０００m2 

    ⅲ）歩道、車道の建築限界確保箇所     約６４，０００m2 

    ⅳ）上記以外の箇所            約７９，０００ｍ２ 

   また、農作物に影響ない地区で除草剤散布を実施 

 

○ 除草 

 

 

 

 

   

除草前        除草後 

【実施方針】 

� 交差点部で歩行者等の視認性確保が必要な箇所 

 実施頻度   道路巡回等により歩行者（幼児等）が確認できるよう実施する。 

 

� 視線誘導等の視認性確保が必要な箇所 

 実施頻度   道路巡回等により反射材が確認できるよう実施する。 

 

� 歩道、車道の建築限界確保が必要な箇所 

 実施頻度   道路巡回等により歩道、車道の通行が確保出来るよう実施する。 

 

� 上記以外の箇所（観光地、害虫被害対応等） 

 実施頻度   箇所を限定し、原則年１回の頻度で実施する。 
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 ⑤⑤⑤⑤植樹剪定植樹剪定植樹剪定植樹剪定    

 

 

 

 

１．植樹剪定は以下を目的として実施する。 

植樹帯及び中央分離帯の植栽を適切に管理することにより、繁茂により建築限界内

に障害が発生することを防止し、道路利用者からの視認性の確保することを目的とす

る。 

なお、樹種等に応じて個別の植栽剪定に配慮する。 

２．事務所の施設量と実施エリア 

ⅰ）植栽管理（高木）   約５，０００本  ３年／回実施 

ⅱ）植栽監理（中低木）  約６，０００本  3 年／回実施 

ⅲ）植栽管理（寄植） 

  ・国道５４号 市役所前交差点～県立総合体育館前交差点 

    約５，０００m2  年２回実施 

・国道２号 仁保交差点～観音本町交差点 

  約３０，０００m2  年１回実施 

・上記以外 約２３３，０００m2  必要に応じて年１回実施 

○植樹剪定（高木） 

    

  

  

 

     

    剪定前            剪定後 

○植樹剪定（寄植） 

  

  

                

 

     

    剪定前           剪定後 

    

【実施方針】 

実施頻度  （別図－３参照） 

� 高木・中低木：３年に１回程度実施する。（柳については年１回程度） 

� 寄植     １年に１～２回程度実施する。 
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⑥⑥⑥⑥除雪除雪除雪除雪及及及及びびびび凍結防止剤散布凍結防止剤散布凍結防止剤散布凍結防止剤散布    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事務所の施設量と実施エリア 

ⅰ）除雪 

  広島国道事務所管理延長Ｌ＝２２１．１ｋｍのうち、上記実施方針に基づき、

必要に応じて実施する。 

ⅱ）凍結防止剤散布 

  下記箇所において、上記実施方針に基づき、必要に応じて実施する。 

・縦断勾配（４％以上）        Ｌ＝２５ｋｍ 

      ・曲線半径（ｒ＝３００以下）     Ｌ＝ ２ｋｍ 

      ・橋梁                Ｌ＝１４ｋｍ 

      ・上記以外で局部的に日陰となる    Ｌ＝７５ｋｍ 

       等路面凍結の恐れのある箇所 

 

○除雪               ○凍結防止剤散布 

  

 

 

 

 

 

   

 

【実施方針】 

� 除雪 

除雪は、路面上の降雪量が５～１０cm程度に達し、を目安として、気象条件、

交通状況等を勘案し、道路交通に支障をきたすおそれがある場合に実施するも

のとする。 

� 凍結防止剤散布 

原則として、路面湿潤、シャーベット状等であり、外気温０℃が予想され路面

凍結の恐れがある場合に実施する。 

 

 

別途、除雪計画を策定し、道路交通に支障をきたさないよう実施する。 
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  ⑦⑦⑦⑦照明維持照明維持照明維持照明維持    

 

 

 

 

 

 

 １．事務所の施設量 

   ⅰ）道路照明    約４，３００灯 

   ⅱ）トンネル照明  約５，３００灯 

 

 ２．Ｈ２３実施数量（ランプ球替え） 

   ⅰ）道路照明    約５００灯 

   ⅱ）トンネル照明  約３００灯 

 

○ ランプ球替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

道路照明球替え        トンネル照明球替え 

 

 

 

 

 

 

【実施方針】 

� ランプ切れ又は経済性を勘案して、灯具等の交換作業を実施する。 

 

� 灯具等の交換にあたっては、経済比較により適切な灯具を選定するとともに、消

費電力量の変更がある場合には、遅滞なく電力供給契約の変更申請手続きを行う

ものとする。 
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 ⑧⑧⑧⑧設備点検設備点検設備点検設備点検    

 

 

 

 

 

１．設備点検は以下を目的として実施する。 

  電気通信設備及び道路管理施設（機械設備）は、道路管理上重要な施設であり、こ

れら施設を定期的に点検することにより良好な設備環境を維持することを目的とし、

計画的な修繕・更新等を実施する。 

 

２．事務所の施設量 

  ⅰ）電気通信設備 

・ トンネル警報設備      １８箇所 

・ 道路情報表示設備      ５１箇所 

・ 冠水情報表示設備       ４箇所 

・ 交通遮断設備         ３箇所 

・ 凍結情報表示設備      ４３箇所 

・ 気温情報表示設備       １箇所 

・ 風向風速観測設備       ５箇所 

・ ＣＣＴＶ設備       １６５箇所 

・ 気象観測設備        １２箇所 

・ 地震観測設備         １箇所 

・ ラジオ再放送設備      １２箇所 

・ 通信補助設備         ８箇所 

・ ポンプ場監視設備       ３箇所 

・ 対向車接近表示設備      １箇所 

・ 地下道警報設備       １３箇所 

・ 共同溝電気設備       ３９箇所 

・ 予備電源設備        １１箇所 

・ 道の駅設備          １箇所 

・ 受変電設備          ９箇所 

 

 

【実施方針】 

� 電気通信設備及び道路管理施設（機械設備）の点検は、「電気通信施設点検基準

（案）」（平成２１年１２月）及び「道路管理施設等点検整備標準要領（案）」

（平成１６年３月）に基づき実施する。 
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  ⅱ）道路管理施設（機械設備） 

   ・ 昇降機設備         ２６箇所 

   ・ トンネル換気・非常用設備   ６箇所 

   ・ 道路排水設備        ２１箇所 

   ・ 共同溝機械設備       １５箇所 

 

○道路情報設備点検（情報板）     ○昇降機設備点検（エスカレーター） 
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 ⑨⑨⑨⑨橋梁点検橋梁点検橋梁点検橋梁点検    

 

 

 

 

 

 

１．橋梁点検は以下を目的として実施する。 

   安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るための橋梁に係る維

持管理を効率的に行うための必要な情報を得ることを目的とし、損傷状況の把握、対

策区分の判定、点検結果の記録等を実施する。 

 

２．事務所の施設量 

  ⅰ）橋梁    ３３４ 

 

３．Ｈ２３実施数量 

  ⅰ）定期点検   ９６橋 

  ⅱ）第三者点検  ３１橋 

  ⅲ）塩害点検   ２１橋 

 

○リフト車による橋梁点検       ○梯子による点検 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

【実施方針】 

� 橋梁点検は、「橋梁定期点検要領（案）」（平成１６年３月 国道・防災課）及

び「橋梁における第三者被害予防措置要領（案）」（平成１６年３月 国道・防

災課）及び「コンクリートの塩害に関する特定点検要領（案）」（平成１６年３

月 国道・防災課）に基づき実施する。 
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 ⑩⑩⑩⑩トンネルトンネルトンネルトンネル点検点検点検点検    

 

 

 

 

１．トンネル点検は以下を目的として実施する。 

  トンネル本体工の変状を把握して、利用者被害の可能性のある覆工や抗門の浮き・ 

 剥離箇所を撤去するなどの応急措置を講じ、必要に応じて応急対策及び標準調査の必

要性を判定して点検記録を作成し、安全で効果的な維持管理を行う事を目的として実

施する。 

 

２．事務所の施設量 

  ⅰ）トンネル  ３２トンネル 

 

３．Ｈ２３実施数量 

   ⅰ）トンネル  ８トンネル 

 

○高所作業車による点検 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

  

  

 

【実施方針】 

� トンネル点検は、「道路トンネル定期点検要領（案）」（平成１４年４月 国道・

防災課）に基づき実施する。 
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 ⑪⑪⑪⑪防災点検防災点検防災点検防災点検    

 

 

 

 

 

１．防災点検は以下を目的として実施する。 

  法面等の状況を定期的に観察することで、災害に至る要因を早期に発見し、必要な

対応を図ることを目的とする。 

 

２．事務所の施設量 

  ⅰ）落石・崩壊   ４３箇所 

  ⅱ）岩石崩壊     ３箇所 

  ⅲ）土石流      ３箇所 

  ⅳ）盛土      １５箇所 

  ⅴ）擁壁      ８７箇所 

  ⅵ）橋梁基礎洗掘  １０箇所 

  ⅶ）その他      ５箇所 

 

○法面点検              ○擁壁点検 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【実施方針】 

� 防災点検は、「道路防災総点検要領（案）」（平成１８年９月）に基づく過去の

防災総点検等で、要対策箇所及び防災カルテ箇所に位置づけられた箇所につい

て、道路巡回による目視点検に加え、原則として年１回の頻度で点検を実施する。 
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⑫⑫⑫⑫橋梁補修橋梁補修橋梁補修橋梁補修    

 

 

 

 

 

 

 

 １．Ｈ２３実施数量 

   ⅰ）上部工補修（塗装塗替）     ６橋 

   ⅱ）上部工補修（断面修復）    １０橋 

   ⅲ）上部工補修（ひび割れ補修）   ６橋 

   ⅳ）上部工補修（表面保護）     ７橋 

   ⅴ）下部工補修（ひび割れ補修）   ６橋 

   ⅵ）下部工補修（断面修復）     ４橋 

   ⅶ）下部工補修（表面保護）     ６橋 

 

○塗装塗替 

 

 

 

 

 

    

対策前            対策後 

 

○断面修復 

 

 

 

 

    

    

対策前            対策後 

【実施方針】 

� 橋梁補修は、定期点検結果に基づいて、橋梁毎の次回の点検、修繕、架け替え等

の時期を明示した長寿命化計画を策定し、計画的に補修等の対策を実施する。 

 

� 定期点検等により、緊急対策が必要な損傷を発見した場合には、通行規制等の必

要性や安全性を勘案の上、必要な補修等の対策を実施する。 
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⑬⑬⑬⑬トンネルトンネルトンネルトンネル補修補修補修補修    

 

 

 

 

 

 

 

 １．Ｈ２３実施数量 

   ⅰ）トンネル  １トンネル 

 

○コンクリート剥落防止 

 

 

 

 

 

 

 

   

対策前                対策後 

 

○漏水補修 

 

 

 

 

 

 

 

   

       対策前                対策後 

 

 

【実施方針】 

� トンネル補修は、定期点検結果に基づいて、トンネル毎の次回の点検、補修等の

時期を明示した補修計画を策定し、計画的に補修等の対策を実施する。 

 

� 定期点検等により、緊急対策が必要な損傷を発見した場合には、通行規制等の必

要性や安全性を勘案の上、必要な補修等の対策を実施する。 
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⑭⑭⑭⑭舗装舗装舗装舗装補修補修補修補修    

 

 

 

 

 

 

 

 

１．舗装補修は以下の項目を目的として実施する。 

ⅰ）舗装の耐久性を確保し、舗装の構造機能を保つ。 

ⅱ）路面の走行性を確保し、交通の安全と快適性を保つ。 

ⅲ）舗装に起因する沿道環境の悪化を防ぐ。 

 

 ２．事務所の施設量 

   ⅰ）車道舗装面積  約２，６０３，０００ｍ２ 

   ⅱ）歩道舗装面積  約  ７６０，０００m2 

 

 ３．Ｈ２３実施数量 

   ⅰ）切削オーバーレイ 約１８，０００ｍ２ 

   

○シール材注入            ○切削オーバーレイ 

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

【実施方針】 

� 舗装のシール材の注入や、切削による舗装補修は、路面のひび割れ率が３０％～

４０％又はわだち掘れ量が３０㎜～４０㎜の区間を目安として実施する。 

 

� 舗装の打ち換えや切削オーバーレイによる舗装補修は、路面のひび割れ率が４

０％以上又はわだち掘れ量が４０㎜以上の区間を目安として実施する。 
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⑮⑮⑮⑮防災対策防災対策防災対策防災対策    

 

 

 

 

 

 

 

 

１．Ｈ２３実施数量 

  ⅰ）落石防護  １箇所 

  ⅱ）法面防護  ２箇所 

 

○ロープネットによる落石防護 

 

 

 

 

 

 

 

   

       対策前                対策後 

 

○法枠による法面防護 

 

 

 

 

 

 

 

   

       対策前                対策後 

【実施方針】 

� 防災対策は、過去の防災点検結果及び現地点検により、対策が必要と判断され

た法面・斜面等について、降雨・降雪等による異常気象時通行規制区間の有無

や、災害発生の危険性等を勘案して、計画を策定した上で実施するものとする。 

 

� 台風、地震、津波等により緊急的な対応が必要となった場合には、上記に関わ

らず必要な対策を実施するものとする。 
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⑯⑯⑯⑯橋梁橋梁橋梁橋梁耐震補強耐震補強耐震補強耐震補強    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．Ｈ２３実施数量 

   ⅰ）橋梁耐震補強  １橋 

 

○橋脚鋼板巻き立て 

 

 

 

 

 

 

 

   

       対策前                対策後 

 

○落橋防止装置設置 

 

 

 

 

 

 

 

   

       設置前                設置後 

【実施方針】 

� 橋梁耐震補強は、緊急輸送道路上の橋梁について、大規模地震発生時において

重大な損傷を防止することを目的とし、県庁所在地間を結ぶ道路のうち、現行

の道路橋示方書相当の耐震対策を行う必要のある橋梁について、計画を策定し

た上で実施する。 

 

� 緊急な対策が必要な状況である等、特別な事情がある場合には、上記に関わら

ず必要な対策を実施するものとする。 
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～～～～～～～～        道道道道道道道道路路路路路路路路管管管管管管管管理理理理理理理理方方方方方方方方針針針針針針針針のののののののの周周周周周周周周知知知知知知知知、、、、、、、、広広広広広広広広報報報報報報報報        ～～～～～～～～        

� 道路維持管理計画については、本局および事務所ホームページに目的、実施方針、

実施頻度をアップし、広く道路利用者、沿道住民等に周知に努める。 

 

� 道路利用者、沿道住民等からの苦情対応等にあたり、道路維持管理計画の趣旨につ

いて十分な説明を行い、理解を求める。 

 

� 行政相談、苦情件数等については内容を分析し、次年度以降の維持管理に反映する。 

 

５．その他 
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・ 別図－１  道路巡回計画 

・ 別図－２  車道部の路面清掃エリアと実施頻度 

・ 別図－３  植樹管理（剪定等）エリアと実施頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．参考資料 
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別図－１ 道路巡回計画 
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別図－２ 路面清掃 
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別図－３ 植樹管理（剪定等） 
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